
 

 

 

令和 5年 7月 10日 

お 客 さ ま 各 位 

 

広島県信用組合 
 
 

「ケンシンデビットカード取引規定」等の一部改正についてのお知らせ 

 

 

平素より広島県信用組合をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

令和 5年 4月 1日に日本電子決裁推進機構より「デビットカード取引規定」および「Ｂ

ａｎｋ Ｐａｙ取引規定」を改定した旨の連絡を受けたことに伴い、当組合の「ケンシ

ンデビットカード取引規定」および「Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引規定」を下記のとおり一部

改正いたします。 

なお、改正日以前にご契約いただいたお客さまにも、改正後の規程が適用されますの

でご了承ください。 

何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 
 

記 

 

１．改正内容 

 （1）「ケンシンデビットカード取引規定」 

・公的機関を間接加盟店とする取扱いの追加 

・民法改正に伴う改正 

（2）「Ｂａｎｋ Ｐａｙ取引規定」 

 ・公的機関を間接加盟店とする取扱いの追加 

 

詳しい内容については新旧対照表をご参照ください。 

 

２．改正施行日 

令和 5年 7月 15日（土） 

 

改正後の規定についてはこちらをご参照ください。 
以上 

 
 

ご不明点などは、お取引店または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。 
 

 

 

(お問い合わせ先)  広島県信用組合 業務部 

電話番号：０１２０－７４５－５３０（フリーダイヤル） 

受付時間：平日 9:00～17:00（除く土・日・祝日、12/31、1/1～3) 

https://www.hiroshima-kenshin.co.jp/topics/pdfR5/0710_shinkyutaisyohyo.pdf
https://www.hiroshima-kenshin.co.jp/topics/pdfR5/0710_torihikikitei-kasei.pdf

